
平成２８年度 第３回市町村国民健康保険連携会議及び 

市町村長との意見交換の結果について 

                                    平成 28年 11 月 28 日 

                                    医 療 指 導 課 

【連携会議－課長級との意見交換】 
 
１ 日 時 平成２８年１０月１４日（金）１３:３０～１６:１５ 

２ 出 席 市町村国保主管課長等、国保連合会事務局長等 
３ 主な意見 

 
項目（論点） 市町村の意見 県の方針 

特別医療費
助成に係る
ペナルティ
の解消 

○特別医療費助成に係るペナルティの県の財政
支援の検討は H30 からでは遅い。H29 に本算定
に向かうのであれば、H28 中での検討が必要。 

○国は小児医療に特化したものだが、本来は特
別医療助成全体に係る検討が必要。 

○国は子育て支援の観点から、まずは
小児医療に関してのみ検討をして
いる。 

○県の財政支援等の検討時期につい
ては整理する。 

保険料水準
のあり方に
ついて 

○保険料水準のあり方等に対する県方針の説明
は全首長に説明し意見交換する場が必要。 

○全首長を集めた説明会の開催が可
能かどうか持ち帰って検討したい。 

 ※ 11/22 に開催 

○市町村は保険料率の統一により市町村ごとに
保険料率を決めなくてもよいという大きなメ
リットがある。 

○住民にとっては、統一化して保険料が高くな
っては困る。 

○保険料率に関しては、現実的な問題
として H30 に向けての統一化は困
難であるとの判断。将来にわたって
どうあるべきか、運営方針作成の過
程の中で検討する。 

標準保険料
率の算定に
ついて 

○標準保険料率の算定方式について、前回３方
式で向かう意向も示されたが、４方式での方
向性も残っている。いつ決定するのか。 

○４方式に加えて３方式でもシミュ
レーションを行い、その試算結果
を踏まえて、今年度中には方向性
を決定したい。 

市町村事務
の共同化に
ついて 

○市町村事務の共同化の受け皿として、県の職
員体制はどのようになるのか。 

○基本的には、共同事務は市町村が実
施するもので、県自らが人員を増や
してこれを請け負うといった考え
はない。 

○共同事務の受け皿について、必要があれば市
町村からやりくりして、職員を県へ派遣する
などで対応ということもあるのではないか。 

○必要となればお願いしたい。 

○事務の共同化について、県にイニシアティブ
をとって進めて欲しい。 

○作業部会で鋭意、作業中。 

 
【市町村長との意見交換】 
 
１ 日 時 平成２８年１１月２２日（火）１０:００～１１:３０ 

２ 出 席 市町村（７市町村長、４副市町村長、３部長、５課長）、国保連合会事務局長等 
      県（福祉保健部長、健康医療局長、医療指導課長ほか） 
３ 主な意見 

 
項目（論点） 市町村の意見 県の方針 

特別医療費
助成に係る
ペナルティ
の解消 

○減額措置は国の制度であるが、特別医療費助
成制度は県と市町村が共同で行っているも
の。県として減額措置への対応を示す必要が
ある。 

○今年度中に一定の方向性を得るこ
とを目標としたい。 

○最終的には納付金の本算定を行う
平成２９年秋頃までには決定した
い。 



保険料水準
のあり方に
ついて 

○保険料率の統一には反対。 
○市町村ごとの保険料率で行くべき。 
○都道府県化により被保険者の保険料が上がる
ことが心配。 
 

○保険料率に関しては、現実的な問題
として H30 に向けての統一化は困
難であるとの判断。将来にわたって
どうあるべきか、運営方針作成の過
程の中で検討する。 

標準保険料
率の算定に
ついて 

○４方式を３方式へ変更するのは容易ではな
い。 

○H30 から３方式で行くのは困難であり、４方式
でのスタートでよい。 

○まずは４方式と３方式のシミュレーションを
して、それぞれのメリット性を提示してほし
い。 

○資産割については様々な問題があるが、廃止
については制度改革のタイミングでないとで
きないと考える。 

○４方式に加えて３方式でもシミュ
レーションを行う。算定方式の最
終決定は市町村であり、試算結果
を参考にしていただきたい。 

その他 ○保険料等の試算等に当たっては、都道府県化
しなかった場合と比較し、その差（増加分）
への対応を検討すべき。 

○県は都道府県化の意義をもっと示すべき。 
○市町村事務の共同化のメリット性をもっと示
すべき。 

○今後、整理し示して行きたい。 

 

  ※ 当会議に出席されていないすべての市町村長に会議結果を報告した上で、12 月中に福祉保健部長

が訪問して、上記の点について意向を確認する。 

 


